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ペーパレス脳波計の性能と使用基準

緒言 本基準設定の趣旨

臨床脳波検査が各種疾患の診断，治療ならびにそれ

らの研究に広く普及し，ルーチン検査として定着して

久しい。この間旧日本脳波・筋電図学会では脳波検査

の質を一定水準に保ち，さらに検査法，手技，解釈等

についても各施設および検査室間はもとより，国際的

にも共通した基準を設けるために，1982年に“臨床脳

波検査用標準モンタージュ”および“臨床脳波検査用

電極と基準導出法の使用指針”を作成した。続いて国

際脳波・臨床神経生理学連合会の基準に準拠し，本学

会としてさらに我が国の臨床脳波検査法に要求される

最低基準について1988年に“臨床脳波検査基準”を作

成した。これによって我が国の臨床脳波検査の水準維

持に役立ったことはもとより脳波学を通じてその学問

的研究にも大いに貢献してきた。しかし電子・情報工

学の進歩に伴うディジタル技術の普及により，最近で

は脳波記録も紙記録から電子媒体への記録，脳波判読

は電子画像表示による判読法に変わりつつある。この

傾向は今や世界的な流れであり，すでに国際的にも臨

床脳波検査のディジタル技術に関するIFCN（Inter-

national Federation of Clinical Neurophysiology）

の基準が作成され，記録紙のない脳波計（以下ペーパ

レス脳波計）がルーチン検査にも使われている。そこ

で我が国でもペーパレス脳波計によって臨床脳波検査

が実施された場合に，その記録精度や判読精度に係わ

る表示精度等に関して，従来またはそれ以上に信頼性

が維持できるように，またペーパレス脳波計の特徴を

有効に活用するためにも，日本臨床神経生理学会（旧

日本脳波・筋電図学会）が国際的な基準と照らし合わ

せながら我が国独自の基準を定めておくことが有用で

あると思われる。

本基準は，通常の臨床脳波検査に要求されるペーパ

レス脳波計の性能とその使用法についてその最低基準

となるガイドラインを示したものである。従ってこの
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基準はあくまでも各検査室や研究を主とした施設に対

して強制するものではない。なお，本基準に定めてい

ない検査法については先の“臨床脳波検査基準”に従

うものとする。

．用語の定義

(ａ)オリジナルファイル：

脳波計で収録（記録）し保存される対象となる原

データ・セット。

(ｂ)オーサライズファイル：

医師，臨床検査技師等の有資格者が，検査データ

として（ａ）のオリジナルファイルを検証したも

のをいう。本指針における電子保存の対象となる

ファイル。

(ｃ)サンプリング周波数：

1秒間あたりのデータ収集回数。例えば，2ミリ

秒間隔でデータ収集する場合のサンプリング周

波数は500Hzである。

(ｄ)量子化精度：

収集したデータをディジタル表記するための精

度（脳波記録の振幅分解能を規定する)。例えば，

1データを12ビットで表記するよりも，16ビッ

トで表記したほうが一般的に精度は高いと言え

る。

(ｅ)テキストファイル：

文字，記号等特殊なコードを含まない文字列より

構成されるデータ・セット。1バイト（8ビット）

で1文字を表わすASCⅡコードや，2バイトで

1文字を表わすJIS漢字コード等がある。

(ｆ)バイナリー：

2進法（2を基数とし，0と1だけで数を表わす方

法）を指し，主に計測値等の数値を表わす場合に

使用する。例えば，1234を表わす場合，ASCⅡ

コードでは8バイト（64ビット)，バイナリー

コードでは11ビットを必要とする。

(ｇ)フォーマット化：

使用方法に応じて，電子媒体の書式を設定するこ

と。具体的には，D O Sフォーマット，U N I X

フォーマット等があり，IS&Cフォーマット（非

公開）も電子保存のための書式の一つである。

(ｈ)ピクセル：

デイスプレイ上の点を指し，画像の最小単位であ

り，画素とも言う。解像度によって画素の個数が

定まる。例えば，解像度が640×680の場合の画

素数は435,200ピクセルである。

．一般的要求事項

ディジタル脳波計では下記の基本的情報，患者情報

について記録しなければならない。

- ．基本的情報

検査日，検査開始および終了時刻，検査機器名，施

設名，施設コード，部門名（検査室名等)，検査依頼科，

外来・入院の区別，依頼医師名，検査実施者名（医師

名，検査技師名等)，判読医師名，検査番号（2000012

等)

- ．患者情報

患者名，患者ID，生年月日（1997.11.22等)，性別，

年齢，体重，投薬の種類，患者の意識レベル（覚醒，

睡眠，昏睡等)，賦活の種類（開閉眼，過呼吸，光刺激，

睡眠，等)，その他必要なイベントマーカおよびコメン

ト等［註1］

［註1］ イベントマーカおよびコメントは検査終了直後や

最初の脳波判読時のみにおいて追加することができ

る。

．検査中の記録に対する要求事項

- ．システム機能の校正と時間軸の記録

増幅器の機能やシステム機能の校正のために50

μVまたは100μVの方形波電圧を検査の始め（記録

の始め）と終に少なくとも5秒間繰り返して記録しな

ければならなく，5μVまたは10μVの方形波電圧も

感度を上げて記録した場合に該当記録の終りに記録ま

たは表示されていることが望ましい。さらに検査中は

全ての脳波データと同時に相対時間が記録されねばな

らない。

- ．イベントマーカ等について

検査実施者（以下検者）は記録中の患者状態，操作

手技の変更，患者への指示事項等脳波判読に役立つ情

報をイベントマークまたはキーボード操作によるコメ

ント文などを脳波データと共に記録しなければならな

い。
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)イベントマーカおよびコメント：開閉眼，過呼

吸の始めと終了時点および中断時点，光刺激の開始と

終了時点，患者の動態，種々の雑音，覚醒または睡眠

状態，患者の緊張度等が含まれていなければならない。

なおイベントマーカおよびコメントについては生じた

事象との時間差を最小にする努力が必要であり，光刺

激マーカについては刺激から5ms以内（サンプリン

グ周波数200Hzの場合）に記録上にマークされねば

ならない。

)脳波記録時の条件設定について：脳波記録を開

始した時刻が自動記録され，さらにモンタージュの選

択，増幅度，フィルターのセッティング等最初の設定

条件および記録途中での条件変更のパラメータが自動

的に脳波データと共に記録されねばならない。

．脳波計本体の性能

- ．増幅器の性能

)増幅素子チャネル数（電極単位増幅素子数)：増

幅素子チャネル数は雑音判別用チャネルを含め，かつ

ポリグラフ記録のために，少なくとも24電極単位増幅

素子チャネル数を保有することが必要であり，できれ

ば32あるいは64の電極単位増幅素子チャネルまで保

有できるものが望ましい。なお，脳波用電極および接

続ピンは各メーカ共通に使用できる構造であることが

望ましい。

)同相除去比（CMRR)：少なくとも100dB以上

でなければならなく，120dB以上が望ましい。

)雑音：記録中の雑音は3μVp-p以下であるこ

とが必要であり，1.5μVp-p以下であることが望まし

い。0.5～100Hz（－3dB）の周波数範囲（50または60

Hzを含む）で0.5μVrms以下でなければならない。

)入力インピーダンス：少なくとも80MΩ以上

でなければならなく，100MΩ以上が望ましい（但し電

極接触インピーダンスは5kΩ以下が望ましい)。

)増幅素子チャネル間の干渉：1％以下あるいは

少なくとも－40dB以下でなければならない。

- ．脳波記録条件

)サンプリング周波数：

( )専用臨床脳波計

通常の臨床脳波記録では，65Hz（－3dB）以上の周

波数成分が記録できなければならなく，そのためには，

少なくとも200Hz以上のサンプリング周波数を使用

しなければならない。この場合エイリアシングによる

影響を除くため65Hz（12dB/oct）以上のアナログ高

域遮断フィルタによる前処理が必要である。フィルタ

の傾斜は6dB/octを使用してはならない。またこの

指針は日常の臨床脳波検査を対象としているが，先の

臨床脳波検査基準による100Hz（－3dB）の脳波記録

を必要とする場合には，サンプリング周波数を

250～300Hzにすることのできる脳波計を使用するこ

とが望ましい。

( )汎用脳波計

本脳波計を使用し，ポリグラフ記録を含めてさらに

帯域幅の広い信号導出や，それらのデータ処理を期待

する場合には，その目的に応じたサンプリング周波数

とフィルタ特性を備えた脳波計を使用することが必要

である［註2］。

［註2］ 現在の国産脳波計の例ではインピーダンス変換後

の初段増幅器の出力を時定数1.0秒（0.16Hz）あるい

は10.0秒（0.02Hz）を使用し，さらに約660Hzのア

ナログ型エイリアシングフィルターで前処理をした

後，サンプリング周波数2kHzでまずA/D変換して

いる。このディジタル信号をさらにユーザが200Hz，

500Hz，1,000Hzのサンプリング周波数として選択

でき，光磁気デスク（MO）にファイルしたり，モニタ

画面に表示できるようになっている。

本指針は臨床脳波検査に要求される最低基準を定め

るものであるので，指針として要求している200Hz

以上のサンプリング周波数は，ａ）の専用臨床脳波計

のように初段増幅器出力を200Hz以上でA/D変換

した場合でも，ｂ）の汎用脳波計の例のように例えば

2kHzでオーバサンプリングした後に200Hz以上で

サンプリングした場合等のどちらにおいても適用でき

るよう配慮した。

)量子化精度：脳波データの1サンプルあたりの

量子化精度は，少なくとも12bits以上の分解能が必要

であり，脳波データとして0.5μV以下の分解能をも

たねばならない。これにより，高振幅電位においても±

1mVまでのダイナミックレンジが期待される。しか

し信号レベルの極めて低い脳波データの検出を期待す

る場合には，16bitsあるいはこれと同等の量子化精度

臨床神経生理学 28巻３号272



技術を有した装置を使用することが望ましい。

)フィルター：電極単位増幅素子回路の低域遮断

フィルタは，時定数1.0秒以上（0.16Hz以下）を使用

することが望ましく，このフィルターと前述の初段増

幅器の出力に挿入したアナログ型のエイリアシング

フィルター以外の全てのフィルターの機能は，モニタ

および判読display装置内で持たせることが必要であ

る。「Ｉ-2．-3）display装置の機能-(b)」の項を参照。

．導出法と留意点

ディジタル脳波計では，従来通り単極導出および双

極導出法のモンタージュをそのまま設定して使用する

ことができるが，基本的にはシステムレファレンス部

位（例えばFzとCzの中間の位置)［註3］を基準とした導

出法（以下基準脳波導出法）を使用しなければならな

い。これによって判読時のリモンタージュ機能の使用

で従来よりもさらに広範な種類のモンタージュやAV

法，SD法等の導出法も自由に設定が可能となり，脳波

判読精度の改善が期待される。

脳波判読に必要なリモンタージュによる脳波記録表

示には，本学会の「臨床脳波検査用標準モンタージュ」

に準拠したモンタージュを必ず含むことが必要であ

る。しかし判読時のリモンタージュによる脳波データ

ヘのサンプリング歪みには十分注意が必要である。特

にチャネル数の多い脳波計では，A/D変換時のサンプ

リング周波数と量子化bit数を低く設定した装置の場

合には注意を要する。例えば棘波のような高周波成分

を多く含んだ波形への歪が顕著であったり，脳波の基

準導出法では少しのEMGの混入が，リモンタージュ

の結果，思わぬ大きなサンプリング歪が生じる場合が

ある。さらにシステムレファレンスを用いた睡眠ポリ

グラフィでのEMG記録では，心電図等の雑音が大き

く混入することがあるので注意が必要である。従って，

使用者は例えば各チャネルが同じ時間軸上でA/D変

換動作が実施されている装置またはこれと等価な技術

を採用した装置を使用しなければならない［註4］。

［註3］ システムレファレンスの電極部位は，体動その他

による雑音が混入しずらい部位を選択することが必

要である。ディジタル脳波計ではシステムレファレン

ス部位の電極が外れると記録できなくなるため，でき

れば2カ所の電極部位を接続してそれをシステムレ

ファレンスにすることが望ましい。さらに電極ボック

スにはシステムレファレンスとなる電極部位が表示

されることが望ましい。

［註4］ 例えば1つのA/D変換装置で8チャネルずつ動

作させ，4コのA/D変換装置を同時に駆動させること

により，全32チャネルについて時間軸上のサンプリ

ング歪みを改善しているものもある。本基準ではチャ

ネル数N，1チャネルあたりのA/D変換速度S，とし

てサンプリング歪みを最小にするチャネル間の最大

許容時間差を500μsと設定し以下の式が成立するよ

うにNおよびSを設定した装置を使用することが必

要である。

N×S 500μs

．記録時間

脳波による判読精度を維持するためには少なくとも

現行の記録時間15～30分は必要である［註5］。

但し睡眠賦活検査を加えた場合には記録時間の合計

が最低30分は必要である。

［註5］ リモンタージュ機能によリ種々のモンタージュに

変換するメリットは判読精度の向上に役立つが，異常

波の検出率の点で脳波記録はできるだけ長時間の記

録が望まれるため，システムレファレンス部位を用い

た基準脳波導出法においても，少なくとも実記録

15～30分の脳波記録が必要である。

．電子媒体への記録と再生

医用データの電子保存媒体は現在磁気ディスクや光

磁気ディスク等が装備されているが，これらの電子媒

体については，最近の急速な技術革新の中で長期的に

同じ媒体が使用されることは考えにくい。このため，

現段階では10年，15年あるいはそれ以上の保存を希

望する施設は使用者の責任において新たな電子媒体へ

のコピーが必要である。

さらに現在保存用に普及している光磁気ディスクや

新たな電子媒体への保存についてはデータのファイル

形式（フォーマット）が公開されている装置を使用す

ることが望ましく，たとえ各メーカが独自に開発した

ファイルフォーマットで記録したデータであっても他

のメーカの装置でも読めるように，また他のメーカの

ファイルフォーマットに変換できるように，各メーカ
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は自分のファイルフォーマットを公開しなければなら

ない（以下解説を参照)。

［解説］

文献5）の厚生省の通達に示すように，平成11年度

より脳波データ等の診療記録等は電子媒体にも記録す

ることが出来るようになった。しかし現在光磁気ディ

スク等に保存された脳波データは各メーカ間（あるい

は施設間）で互換性がないため，その利用は極めて限

定されたものになっている。さらに本通達によると電

子媒体への記録や再生に伴う，安全性の確保（データ

の秘密保持などを含む)，再現性の確保，共通利用，と

いった技術基準については全てユーザの責任において

その対策を講ずるようになっている。例えば自分の

持っている電子媒体の内容を他の施設の脳波計，ある

いは判読用displayに表示させたい時に，電子媒体に

ファイルされる形式（ファイルフォーマット）が異なっ

ているとメーカ間で共通のファイルフォーマットがな

い現状では，表示できない場合がある。そのためユー

ザの責任においてその対策を講じる必要がある。もし

メーカがファイルフォーマットを公開していればユー

ザはそれに見合う対策（メーカに依頼する等）を立て

ることが可能である。この点を含めて今後電子媒体に

よる記録を実施する施設では文献5）を熟読して使用

する必要がある。さらに今後の課題として，異なった

脳波計間でデータの互換性を維持するために共通の

フォーマットを定める必要がある。ペーパレス脳波計

が普及する障害になっている問題の一つは共通フォー

マットの欠如である。また，脳波データの利用という

点で，今後は機種に依存しない優れた解析ソフトウエ

アが開発されて利用できるようになることが望まれ

る。一般に，光磁気ディスク内のデータはテキスト

ファイルで出力できることが多く，便利である（Amer-

ican Society for Testing and Materials規格：

ASTM規格はテキスト形式を使用している）が，デー

タ量の観点よりバイナリーとすることも考えられる。

テキスト（ASCⅡ）にしろバイナリーにしろ，各脳波

計メーカ間で変換できる最低限の基準フォーマットを

定めて互換性を維持することが望まれる。

．電子保存内容の変更，追加，削除について

脳波データの編集や患者の個々の情報を削除，追加，

または誤りの修正は記録の後でも可能であるが，これ

は検査時に電子媒体上に最初に記録されたデータファ

イル（オリジナルファイル）を検査終了直後に編集す

る場合や，最初の脳波判読時に限って実施することが

できる。修正および脳波判読終了後のオリジナルファ

イルをオーサライズ・オリジナルファイルといい，基

本的には，このオーサライズ・オリジナルファイルが

長期保存の対象となる。こうすることにより，データ

の電子保存内容の改ざん防止に役立つことが期待され

る。［Ｉ-2．-2)-(b）および参考文献5）を参照］

．判読用display装置

- ．記録の再生

ディジタル脳波計の出力はビデオdisplay装置や紙

記録のためのプリンターに容易に表示され，かつ従来

のペン書き記録と同等の精度で記録できるものである

ことが必要である。特に判読用display装置では，従来

のペーパ記録と同等の空間分解能と時間分解能を持つ

ことが必要である。また表示画面の大きさは，少なく

とも従来の脳波記録用紙1ページ分（300mm/10秒）

が十分に表示できる17インチ以上でなければならな

く，できれば21インチのdisplay表示装置を使用する

ことが望ましい。

- ．判読用display装置とその機能

判読用display装置は少なくとも次の機能と精度を

もつことが必要である。

)リモンタージュ：リモンタージュ機能は，先の

旧日本脳波・筋電図学会が提案した「臨床脳波検査用

標準モンタージュの指針」に基づいたモンタージュを

短時間で再構成できる機能を持っていることが望まし

い。さらにディジタル脳波信号とそのモンタージュに

ついて各国との互換性を考え，できればIFCNの推奨

するモンタージュと同一にすることも考慮されるべき

である。しかしリモンタージュ機能をさらに有効に利

用するために，個々の施設でいろいろなモンタージュ

を再構成して付加することも判読精度の向上に役立つ

ものである。

)判読時のイベント情報等の付加：

(ａ)表示装置には基準脳波導出記録に同時に表示さ

れているイベントマーカ，検者が入れたコメント

等がリモンタージュによる導出記録においても
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記録経過時間と共に表示されねばならない。

(ｂ)また最初の脳波判読時に判読医による新たな付

加コメントあるいは追加されるイベントマーカ

があった場合には，電子媒体に書き込みする機能

を有することが必要である。ここまでが電子媒体

内容の変更を可とし，これ以降の全ての内容の変

更，追加，削除は禁止しなければならない。［Ｈ．

参照］

)display装置の機能：

(ａ)移動型電子媒体（光磁気ディスク等の電子媒体）

内の脳波データの再生表示の機能として，前述の

リモンタージュ機能の他に増幅感度の変更機能，

フィルターのセッテイングを自由に変更して判

読できる機能（リフィルタリング機能)，種々の

脳波表示機能（ページ送り，連続ページ送り，ス

クロールバー表示，プレーバック機能，等）を装

備していることが望ましい。

(ｂ)リフィルタリング機能に使用する低域遮断フィ

ルターは少なくとも0.5Hz，1.0Hz，1.5Hz，

2.0Hz，5.0Hzが備わっていなければならな

く，付加機能としてさらに10Hz，15Hz，があ

ることが望ましい。高域遮断フィルターについ

ては少なくとも15Hz，30Hz，60Hzが使用でき

なければならない。また50Hzまたは60Hzの

ハム除去フィルターは装備していなければなら

ない。

(ｃ)また脳波表示中の時間スケールは，毎秒30mm

を標準とするが，この他2.0mm，5.0mm，10.0

mm，15.0mm，60mm/秒をもっていることが望

ましい。

(ｄ)その他，脳波判読に必要な機能として脳波をセグ

メントに分割し，一方を固定表示し，他を時間経

過の異なるセグメントを同時表示し比較する機

能，記録日の異なった脳波をすみやかに比較して

表示する機能等を有することが必要である。

(ｅ)脳波データや所見等の検索に必要な患者情報は

1項目のみによるのではなく，患者名または患者

IDの他に生年月日や年齢など少なくとも2項日

以上の患者情報によって検索できるものでなけ

ればならない［註6］。

［註6］ 同姓同名の患者のように間違った検索を防止する

ために必要である。

(ｆ)脳波および患者の個人情報が不特定多数の者に

容易に知られないように専用display装置の駆

動には，専用パスワードによる方法か，あるいは

それと同等以上の方法によって，患者情報の漏洩

を防止できる装置を使用することが望ましい。

)垂直画面スケールとチャネル数：垂直軸におけ

る各チャネル記録間の占有スペースは基本的には判読

者の好みによって調整されるべきであるが，標準的に

は1チャネルあたり最小10mmのスペースが割当て

られることが望ましい。しかしチャネル数の多い場合

等ではチャネル間のデータのオーバラップもあっても

良く，また必要に応じてより大きな占有スペースを設

定できる機能をもっていることが必要である。

)表示画面の性能とプリンター等の精度：脳波

データが高いサンプリング周波数でA/D変換されて

も，判読表示画面の表示分解能によって脳波判読精度

が規定されるため，少なくとも判読用display装置の

表示画面については，X軸：1,600dots，Y軸：1,200

ライン以上を用いなければならない［註7］。できればX

軸：2,000dots，Y軸：1,400ライン以上の表示分解

能をもったdisplay装置を使用することが望ましい。

［註7］ 30msの幅をもつspikeは約5dotsで構成される

精度となる。

但しポータブル用モニタ画面については，現状では

X軸：640dots，Y軸：480ラインでもよいが，できれ

ばX軸：1,024dots，Y軸：768ライン以上の画面で

あることが望ましい。

また垂直軸（Y軸）方向の脳波データについては1

mmあたり最低4ライン（ピクセル）以上の分解能を

持っていなければならない。

なおペーパ記録へのプリントアウトにたいしては少

なくとも300dots/インチ（dpi）以上の分解能をもった

記録装置を使用しなければならなく，600dpi以上の分

解能をもったプリンターを使用することが望ましい。

また記録波形をプリンターまたはハードコピーに出

力する場合には，記録時の校正電圧の感度や時間軸の

長さが記録できなければならない。
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．脳波データとビディオ画面の同期について

ディジタル脳波計とビディオカメラシステムを接続

し，脳波データをビディオ画面上に表示する場合には，

脳波データと画面が時間軸上で少なくとも0.05秒以

下の精度で同期していなければならない。

．電極位置と電極名

ディジタル脳波計では電極単位の増幅素子が装備さ

れていれば，従来の脳波計のようにペンガルバノメー

タのチャネル数にとらわれることなく記録チャネル数

を増加させることが可能である。このため，従来の10/

20電極配置法による19カ所の頭皮上電極数よりさら

に多くの電極を用いて検査を実施することが容易とな

る。そこで本使用基準ではさらに多くの電極の使用に

よる検査を想定し，以下に示す電極位置と電極名を

IFCNの基準に準じて定めるものとする。

電極位置と電極記号列は，10/20電極配置法のFp

とFの電極記号列の中間位置の電極記号列をAF電

極記号列，FとCの電極記号列の中間位置の電極記号

列をFC電極記号列，CとPの電極記号列の中間位置

の電極記号列をCP電極記号列，さらにPとOの電極

記号列の中間位置の電極記号列をPO電極記号列とす

る。そしてこれらの電極記号列に対する個々の電極名

は右図の電極名のように，それぞれの電極列記号に

Zero（Z）から8までの番号を添え，左半球は奇数番号，

右半球は偶数番号を付ける。

その他の電極配置は10/20電極配置法による電極間

を等間隔で埋める電極位置に配置する。例えばC3と

Czの中間位置電極名はC1，F3とF7の中間位置電

極名はF5となる。

．特記事項

本基準はペーパレス脳波計の国際的基準がなお流動

的であり，またこれに係わる電子技術や情報処理技術

の進歩が急速であるため，その時代の要請に従って今

後数年に1度は見直されるべきである。
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